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「動物化」時代における公共性をめぐって
─「質料的公共性」の可能性─

権　　安 理

1．問題の所在

1-1.　本論の視座

「動物化」と呼称される社会状況を踏まえた上で、公共性について何を語ることができ

るのだろうか。本論は、ハンナ・アーレントと田村正勝の議論を参照しながら、この点に

ついて考察している1）。二人の公共性論に依拠することで、「動物化」という社会状況を

どのように考えることができるのだろうか。「動物化」時代において、いかなる公共性が

あり得るのだろうか。

現代社会の特徴を端的に示す概念の一つとして、「動物化」という言葉が使用されるよ

うになって久しい。東浩紀が「動物化するポストモダン」という社会診断をして以降（東 

2001）、「動物化」という用語は、多くの論者によって様々な文脈で語られてきた。「大き

な物語」の凋落と「小さな物語」の隆盛、規範の弱体化と「生権力」、オーウェル的全体

主義と相違する「よき全体主義」といった様々な言葉と共に語られ、それに関係する興味

深い言説が生産されてきたのである（東・大澤 2003; 稲葉 2008）。

ここでもちろん、「動物化」という概念それ自体が、現代社会診断のツールとして有効

性を持ち得るのか否かを改めて問うこともできるだろう。そもそも、“我われ”が生きる現

代社会は「動物化」しているのか。本当に “我われ”は、「動物化」しているのか。だが本

論は、このような問題提起をすることを目的としていない。先行研究の成果や時代診断を

踏まえて、現況に「動物化」という特徴が見られることを認めている。これを踏まえた上

で、公共性について語り得ることを探究することが、本論の目的である。

だがここで、次のように問うことができるだろう。なぜ問われるのは、公共性であるの

か。その理由を結論から言えば（詳細は後述するが）、公共性（＝公共的であること）が、

「動物化」の対概念であることによる。公共性を論じた、アーレントのテキストのタイト

ルに着目しよう。『人間の条件』（The Human Condition）という書名が端的に示すように、

ヒトはある一定の「条件＝状態」が整ったときにはじめて「人間」となる（Arendt（1958）
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1998）。その条件とは、公共性（公共空間、公共的領域）が確保されることを意味するが、

他方でアーレントは、公共性の外部に放逐されたヒトを「動物」的であると見なした。

このような意味で、「人間」の対概念は「動物」である。だが、「人間」と「動物」の違

いは本質的なものとして想定されている訳ではない 2）。「人間」も「動物」もある種のメ

タファーであり、ヒトは「条件＝状態」次第で、「人間」にも「動物」にもなり得る

（Arendt（1958）1998: 2chap.）。したがって「動物化」という状況は、必然的に公共性の危

機と関係することになる。言い換えれば「動物化」は、公共性の危機そのものである。こ

のような視座から、改めて公共性について問うことが、本論の課題である。すなわち、

「動物化」時代における公共性の可能性の探究である。

1-2.　危機と公共性

繰り返そう。アーレントは「人間の本質」や「人間性」ではなく、「人間の条件」とい

う言葉を強調している（Arendt（1958）1998: 5）。しばしば看過されるが、このことは極め

て重要であり、次の二つの点と関連する。

一つは、「人間（であること）」は、生物学的なもの、あるいは本質的なものではなく、

ある一定の「条件＝状態」が整うことではじめて可能となるという点である。そしてもう

一つは、「人間（であること）」は無前提に追求すべき価値ではなく、あくまで条件法もし

くは仮定法の時制において求められるという点である。すなわち、もし仮に “我われ”が

「人間」であり得るとするならば、いかなる「条件＝状態」が整っていなければならない

のだろうか。あるいは、その「条件＝状態」である公共性は、どのようなものであるの

か。アーレントは、このように問うているのである。

周知のようにアーレントは、「人間の条件＝状態」の “起源”を古代ギリシアに見出し

た。言い換えれば、古代ギリシアこそが、「人間の条件＝状態」が整っていた時代状況で

あると考えた（Arendt（1958）1998: 2chap.）。この内実の詳細については後述するが、こ

こで次の二点には注意すべきである。

第一は、アーレントの議論の要は、古代ギリシアが “理想”の状態であったと主張する

ことにはない。あくまで、「人間の条件＝状態」が時代限定的であることを示す点にある。

したがって、それは普遍的で自然的なものではなく、「特定の制度の中で人為的に作り出

されたものなので、非常に不安定で脆い」（仲正 2003: 74）ということになる。

第二は、公共性は常に既に “危機”という時代診断と共に、あるいは危機意識を持った

批判的言説において語られるということである。例えば、『人間の条件』のプロローグに

は次のように書かれている。「以下で提示されるのは、我われの最新の経験と最近の不安

を踏まえた上で、人間の条件を再検討することである」（Arendt（1958）1998: 5）。

公共性は、それが「もはや～ない」という状況から語られる。またそれゆえに、公共性
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が語られる状況は常に、その実現が困難となっている状況─現代で言えば「動物化」と

いう状況─ということになる。したがって、「動物化」という状況が、公共性に関する

言説を要請するのは必須である。あるいは、「動物化」と公共性は、このような意味で密

接に関係していると言える。

2．「動物化」の内実

2-1.　消費社会の極限としての「動物化」

では、今日言われるところの「動物化」という状況は、どのようなものであるのか。非

本質論的な意味で、「人間」と「動物」を明確に、あるいは概念として対比させて社会を

考察することの起源は、アーレントの公共性論や、A・コジェーヴの『ヘーゲル読解入

門』に求められるだろう（Kojève（1947）1985＝1999）。だが、「動物化」という言葉を名

実共に日本社会論の文脈で普及させたのは、コジェーヴにも影響を受けた、批評家かつ現

代哲学者である東浩紀の功績である。以下では、東の論点を簡単に確認しておこう。

まず東は、現代─東の言葉で言えばポストモダン─が、「大きな物語」が凋落した状

況であることを確認する。端的に言えば、それは「単一の大きな社会的規範が有効性を失

い、無数の小さな規範の林立に取って替わられる」ような状況である（東 2001: 44）。こ

の点については、もはや多くの説明は必要ないだろう。「大きな物語」を、他者との規範

の共有と言い換えるならば、「大きな物語」の凋落はまた、他者との関係の希薄化をも意

味する。

そしてこの点は、共産主義革命に対する信頼の低下や社会主義体制の揺らぎと崩壊とい

う政治現象に関係しているに留まらない。“自由主義陣営”もしくは “自由社会”における経

済社会状況とも密接に関連し、日常的な実感を伴って語られている。アメリカ型消費社会

において顕著に見られるようになったものでもある。

だがアメリカに限らず、あるいはアメリカ型消費社会が進展した時期以上に、グローバ

ル化の渦中において、世界中で、そして特に日本で、「動物化」は徹底した形で顕在化す

ることになる。この点について、東の見解を引用しておこう。「マニュアル化され、メデ

ィア化され、流通管理が行き届いた現在の消費社会においては、消費者のニーズは、でき

るだけ他者の介在なしに、瞬時に機械的に満たすように日々改良が重ねられている」（東 

2001: 127）。

ときに痛みを伴う対人コミュニケーションの重要性が相対的に低下し、個人の様々なニ

ーズが他者の承認や援助なしに満たされる。必需品のみならず、「毎日の食事や性的なパ

ートナーも、いまではファストフードや性産業で、きわめて簡便に、いっさいの面倒なコ

ミュニケーションなしで手に入れることができる」のである（東 2001: 127）。
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東は、このような状況を、人間の欲望─「他者の欲望を欲望する」という構造を前提

とした問主観的な欲望─と区別される、「動物」的な欲求が全面化した時代であると見

なした。動物の欲求は、他者の欲望や視線とは無関係に、「欠乏一満足」という図式に収

まる直線的、単線的な渇望である（東 2001: 126-7）3）。そこに、他者は必要ない。あるい

は、他者が介在する余地はない。

東が好んで引用するコジェーヴの見解を引いておこう。「動物化」した社会でも、もち

ろんヒトは「記念碑や橋やトンネルを建設する」だろう。だがそれは、「鳥が巣を作り蜘

蛛が蜘蛛の巣を張るようなもの」である。「動物化」時代において、ヒトは「蛙や蝉のよ

うにコンサートを開き、子供の動物が遊ぶように遊び、大人の獣がするように性欲を発散

する……」（Kojève, （1947）1985＝1987: 245）。

そしてこの状況が、消費社会の極限として現れていることが端的に示すように、「動物

化」は基本的には、消費行動が「動物化」していることを意味する。ヒトは動物のように

消費する4）。まるで他者など存在しないかのように消費することが可能であり、欲求が満

たされるのである。

2-2.　「動物化」と環境管理型権力

以上のような点から、「動物化」は、G・リッツァが言う「マクドナルド化」とも密接

に関係することになる。「マクドナルド」的なものは、まず何よりも「効率」を求める。

そこで重要なのは、欲求を充足させるための手段の量的効率性である5）。あるいは逆に言

えば、「欠乏－満足」という単線的な回路の内で喚起されるような渇望が、欲求である。

東は、社会学者の大澤真幸との対談で、「マクドナルド化」について言及している（東・

大澤 2003）。興味深いのは、その対談で、東が「マクドナルドのイス」という身近な例か

ら、次のように話を進めている点である。

イスが硬ければ、長いあいだそこに座っていられないわけで、客は何となく去っていく。そ
うやって消費者を回転させている。あと、これは都市伝説かもしれませんが、マクドナルドは
込み合ってくるとBGMの音量を上げているとも言われますね。これらはまさに、人間の「動物
的」な部分に訴えかけた管理です。テーマパークの設計や都市計画の専門家はそんなことばか
り考えていると思うんですが、この「動物的な限界」をいかに有効に活用して社会秩序

4 4 4 4

を形成
するのか、それが今の社会の大きな方向だと思うんです（東・大澤 2003: 34）〔傍点は引用者〕。

東の指摘は重要である。「動物化」時代においては、ヒトの欲求が単線的であり、また

そのような消費行動を強いるものとして管理されているに留まらない。「動物化」は、フ

ァストフード店での消費やテーマパーク内の施設の配置、さらにはインターネットを利用

した消費が徹底的に管理されていることのみと関連するのではない。むしろ重要なのは、
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「社会秩序」にも関係することである。「動物化」は、単に簡便な消費を可能とする現象で

はない。「生活の隅々にまで浸透」し、それゆえに「社会秩序」の形成という、社会や政

治の根幹にも関わってくる現象なのである（東・大澤 2003: 34）。

したがって「動物化」は、社会秩序を形成する力
パワー

、すなわち「権力」的なものとの関連

でも現れることになる。そして、ヒトを「動物化」することで秩序を形成する権力、ある

いは「動物化」したヒトにおける秩序を可能とする権力─それが「環境管理型権力」と

呼称されるものである（東 2007: 48-50）。環境管理型権力は、フーコーが言う規律訓練

（「規律訓練型権力）」と違い、規範に訴えることなく、あるいは規範を内面化した「人間」

を前提とすることなく権力を発動し、秩序を生成させる。

この例を挙げておこう。例えば、電車内のイスを考えよう。座面の凹凸や肘掛で一人分

のスペースが区切られた「6人掛けの椅子」では、「詰めて座るべき」という規範が必要

とされない。ヒトは有無を言わさず6人で座ることを強いられる。あるいは、ショッピン

グモールの出入り口付近の道路に設けられた凹凸も、この好例だろう。その凹凸があるた

めに、車の運転者はしばしば意識せずに、そこで「減速」する（cf. Lessig 1999＝2001: 

165）。もはや、ブレーキすら踏まない可能性もある。ここでは、交通ルールや公共道徳を

理解することや、それを遵守する意識は必ずしも求められない。それらを必要とせずに、

「6人で座る」ことや「出入り口付近での減速」を実現し、社会秩序を生成させるのであ

る。

環境管理型権力は、規範を内面化した「人間」を必要としない。あるいは、規範を遵守

する（しない）という意識の働きを求めない。「規律訓練型権力が法と規範に宿る」のに

対して、「管理型権力」は「アーキテクチャに宿る」（東 2007: 48）6）。このような意味で、

この権力形態は、「動物化」と密接に関係するのである。道路に凹凸があれば、“動物”で

あっても自然と、つまりは必然的に減速するだろう。環境管理型権力は、公共の場におけ

る秩序を確実かつ効率よく生成させる。その下では、規律訓練された主体を前提とした、

逸脱の可能性は極めて低くなる。

こうして「動物化」は、環境管理型権力と関係することにより、社会秩序の形成と結び

付くのである。ヒトは環境管理型権力に必然的に従属し、したがって社会に不可欠な秩序

の形成も必然化する。

3．アーレントと田村正勝の公共性論

3-1.　アーレントの公共性論

では、公共性という観点から、「動物化」した状況をどのように考えることができるの

だろうか。あるいは、その状況をいかに位置付けることができるのだろうか。アーレント
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の見解を参照しよう。アーレントは、ヒトが「動物化」することについて、アリストテレ

スが使用した「労働する動物（animal laborans）」や「理性的動物（animal rationale）」と

いう言葉を自らの問題関心に引きつけて次のように言っている。

アリストテレスは、奴隷の資質が人間的ではなかったと言っているのではない。彼は、人類
という種に属するメンバーが、全く「必要＝必然（necessity）」に従属している限り、それに
対して「人間」という言葉を用いるのを拒否したのである。そして確かに、「労働する動物」
という概念における「動物」という言葉の使用法は、全く正当なものである。「理性的動物」
という使用法における、同じ「動物」という言葉の極めて疑わしい使われ方とは異なっている
（Arendt（1958）1998: 84）。

もちろんアーレントは、現代で言うところの「動物化」という観点から、上のように述

べているわけではない。古代ギリシアの「公共的／私的」区分に依拠して、私的領域で行

われていた「労働」の特徴について述べているにすぎない。アーレントは、「労働」は

「必要＝必然」に従属すると見なした。より正確に言えば、「必要＝必然」に従属するよう

な営為を「労働」と呼称し、その “主体”を「動物」と表現しているのである。そしてヒ

トは、私的領域において「労働する動物」であることにおいて、あるいは言い方を換えれ

ば、私的領域（家）に「必要＝必然」的な事象を放逐することによって、公共的領域に

「人間」として参入することが可能となる。

したがってアーレントにおいて、公共的領域もしくは公共性における最も重要な原理

は、「必要＝必然」の対概念としての「自由」ということになる。私的領域で「必要＝必

然性」が強いられるとするならば、公共性は「自由」の領域である。公共性は、「必要＝

必然」とは相容れない。「家族内の生命の必要＝必然を抑制することが、ポリスの自由の

条件である」（Arendt（1958）1998: 30-1）。

公共性や公共空間で自由が重視されること、あるいは、その基本原理が自由であること

は、東浩紀の対談相手である大澤真幸や、公共性に関する重要な先行研究『公共性』の著

者である齋藤純一など、多くの論者に共有されている（大澤 2002: 4-5; 齋藤 2000: iii）7）。

そうであるとするならば、環境管理型権力が必然的に秩序を形成するような、「動物化」

という時代状況は、公共性とは全く相容れないのだろうか。あるいは、その時代状況を踏

まえた上で、公共性の可能性をどのように考えることができるのだろうか。

3-2.　田村正勝の公共性論

この点を考えるために、田村正勝の議論を検討しよう。アーレントが公共性についてア

リストテレスの思想を参照したように、田村もアリストテレス哲学を踏まえて自説を展開

している。だが田村は、アーレントとは違う観点からアリストテレスを導入しており、ま
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たこの点が、田村の公共性論の独自性を際立たせるものともなっている。

田村は、公共性が時代によって可変的な概念であることを踏まえた上で（田村1986: 

366）、その変容過程を、大きな時代区分との関連から再構成した。ポストモダンや現代と

呼称される時代以前、すなわち近代に至るまで、公共性はどのように変化してきたのか。

共通する機能や役割はあるのか。田村は、このような問題関心の下、アリストテレス哲学

の「形相／質料」区分を参照したのである。田村は、「形相的公共性／質料的公共性」と

いう区分を設定しつつ、この点について次のように言っている。

近代市民社会とそれ以前の中世社会や古代社会とは、社会秩序に関する考え方が根本的にち
がう。ギリシャ以来の思考を採用すると、大衆の生活であるところの共同社会は本質的に単な
る質料（Materie）にすぎず、それは自らの秩序をもたない無定形な存在に過ぎない。したがっ
てこのような共同社会は外から形相（Form）を与えて、秩序だててやらなければ存続してゆく
ことができない。近代市民社会にいたるまではこのように考えられていた（田村1986: 365）。

では、「秩序だて」るのは誰か。「形相」を与えるのは誰か。田村によると、古代ギリシ

アやローマでは、政治的な領域に存在する「支配者」であった。宗教の力が強かった中世

では、「神」ということになる（田村 1986: 365）。支配者と被支配者、聖なる領域と世俗

の間に断絶があったように、「形相」と「質料」は文字通り質的に区別される。「形相」は

「質料」に外在し、「質料」の外からそれに対して秩序を与えるのである。

この時代状況においては、「質料」の外部に存在する一部の支配層のみが、秩序を形成

する自由を有していた。ハーバーマスが分析した「代表的具現の公共性」の意味や機能

も、この文脈からよく理解できるだろう（Habermas（1962）1990＝（1973）1994: 15-23）。支

配層は、「質料」に外在するゆえに、しばしば自らの権威を可視的な形で「質料」たる民

衆に顕示する必要があったのである。

また、アーレントが重視した古代ギリシアでは、「大衆に外から秩序を与える政治」が

求められていた。そして、そこに参加すること、つまりは「質料」とは異なる「形相」の

領域へと参入することこそが、ギリシア人にとって意味のある「公的生活」であった（田

村1986: 367）。田村が想定する「形相的公共性」の内実は、以上のようなものである。

だが近代においては、公共性はそれ以前とは異なる相貌を見せることになる。「形相的

公共性」とは違う形式で秩序が形成され得ると考えられるようになったのである。近代で

は、「質料」に外在する「形相」が秩序を与えなくとも（あるいは「形相」という「形」

が与えられなくとも）、「質料」それ自体が「自己法則性」を持ち得る。かつては、被支配

者と想定されていた「質料」の領域にある人々の生活に対して、「外から形づける作用は

原則的には必要でない」と考えられるようになったのである（田村 1986: 366）。

「質料」は、支配者という「形相」を必然的に要請するような、“被”支配者であるとは
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限らない。もはやそれは、「秩序だて」る、つまりは「形相」を与える外部を必要としな

い。自身の力のみでは「形相」を持ち得ない「動物」に留まることなく、「質料」であり

つつ秩序を生成させることが可能な「人間」ともなり得る。こうして「形相的公共性」と

は相違する、「質料的公共性」が誕生することになった。

ここで興味深く、また重要である点は、田村が、公共性と「order」の関係性を明確に

したことである。近代以前においては、「質料」に外在する「形相」からの声、すなわち

「命令（order）」によって、「秩序（order）」という「形」が付与される8）。つまりは、そ

れ自体では「無定形」な「質料」に秩序が与えられる。だがこれに対して、近代の「質料

的公共性」の下では、「質料」に外在する「形相」の力に依らずとも、「秩序」は「質料」

の内部で生成する。逆に言えば、このような公共性観が生まれることそれ自体が、「質料

的公共性」という概念を可能とするのである。

「市民・民衆・大衆」が、「市民・民衆・大衆」の秩序を形成する。「質料」である「市

民・民衆・大衆」は、自由でありつつ、自らが生み出した秩序に従う。このような意味

で、それは二重性を帯びた主体である。「質料的公共性」は、その内部に「形」を生み出

す力を有している。「質料的公共性」は外部に依存しない。あるいは、外部を要請しない。

それは、自己完結しており、自己言及的な性質を持っている。

だが、このような性質を有する「質料的公共性」は実現したのだろうか。あるいは、あ

る程度長い期間、存在したと言えるのだろうか。例えば、ハーバーマスの『公共性の構造

転換』は、「質料的公共性」が近代黎明期に実現したこと、またそれが構造転換して、も

はや存在しないことを精緻に論証するものであったと見なすことができるだろう

（Habermas（1962）1990＝（1973）1994）。

周知のように、そして現在ではしばしば批判されているように （Fraser 1992＝1999: 

121-30）、ハーバーマスは「財産と教養」と共通の目的を持った集団、すなわちブルジョ

アジーが近代の公共性を担う主体であったと考えた。市民＝ブルジョア的公共圏である。

だが、確かにブルジョアジーは「形相」ではないが、「質料」全体を代理-表象する集団

ではない。あるいは「質料」そのものでなない。あくまで「質料」の一部分である。

このような意味でブルジョアジーは、言うなれば「質料」内部の「形相」である。した

がって、ブルジョアジーが増加することに伴って、つまり「質料」が言わば総ブルジョア

ジー化することに比例して、「質料」は「形」を持ち得る集団とはならずに、分裂してい

くことになる。田村はこの状況について、「多数者の主観的私念」への「転落」と表現し

た（田村1986: 374）。

こうして近代においては、分裂した「質料」に対して、それとは相違する特権的な場か

ら「形」を与える機能が “再び”求められることになる。「形相的公共性」の復権である。

では、ここで「形相」の付与、つまりは秩序形成の機能もしくは役割を担ったのは誰、あ
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るいは何であるのか。結論から言えば、それは（近代）国家である。国家が、近代の「形

相的公共性」を担うのである。国家が「公権力」と呼ばれることは、このことを端的に示

してもいるだろう。国家は、「質料」に外在し、それに対して秩序を与える公共的な権力

である。

田村は、国家の機能もしくは役割を、異なる、あるいは分裂した集団の間の「利害」を

調整して、「可能な限り社会全体の利益に近づけること」であると指摘している（田村

1986: 374）。だがなぜ、国家にそれができるのか。国家が、「質料」に外在する「形相」だ

からである。国家は、私的利害を調整する、そして私的利害から超越した公共的な権力で

あるということだろう。このような田村の国家観も、「質料的公共性」の終焉と「形相的

公共性」の復権という文脈からよく理解できる。また同様に、近代においても公共性が、

しばしば「市民・民衆・大衆」と対立するものとして想定されてきたことも、この文脈か

らよく理解できる。

4．「動物化」時代における「質料的公共性」の可能性

4-1.　問題の提起

ここで、現代の “危機”に戻ろう。公共性の危機、すなわち「動物化」と呼称される時

代状況である。この状況は、アーレント的な観点から言えば、「自由」が剥奪されて「必

要＝必然」が支配するような、公共性の危機の時代である。ここに、「人間」として存在

することを可能とする「条件＝状態」はない。

だが他方で、「秩序」という観点に注目すれば、「動物化」された状況では、非常に効率

的に、そして不確実性が縮減されているという意味で極めて必然的に、秩序が形成される

「条件＝状態」が整っている。ただしそこでは、規範を遵守する（しない）という主体の

意識の働きは求められない。環境管理型権力は、文字通りの意味での動物にさえ、そして

場合によってはモノに対しても発動するものであった。

ここから何を読み取ることができるのだろうか。二点ある。第一の点は、「動物化」と

いう時代状況では、田村が言うところの「形相的公共性」が奇妙な形で復権しているとい

うことである。言い方を換えれば、「動物化」とは消費社会の一形態であるのみならず、

むしろ、「形相的公共性」が環境管理型権力という形式で現れている時代状況と考えるこ

とができる。環境管理型権力は、ヒトと動物を共に「質料」として扱い、その外部から

「形相」を与えることで秩序を必然的に形成する。このような意味で「動物化」は、ヒト

を「質料＝モノ化」する作用である。

ではこの状況は、ヒトがモノ化され徹底的に管理されるような「悪夢」なのだろうか。

あるいは、ある種の（「幸福」な）全体主義的管理社会の到来を意味するのだろうか 9）。
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もちろん、ここにそのような意味合いがあることは否定できない。だが他方で本論は、次

のようにも考えている。「動物化」という時代状況は、公共性という観点から言えば（そ

して、誤解を恐れずに言えば）、「形相的公共性」の一種が現れた状態にすぎない。つま

り、「公共性の構造転換」というような、よく知られた形式で語り得る事態なのである。

そして、もし仮にそうであるとするならば、ここから次のような見解を導き出すことが

できるだろう。現代における公共性の “危機”、すなわち「動物化」という時代状況を踏ま

えるならば、そこに残された可能性は、「形相的公共性」のさらなる精緻化、つまりは

「動物化」の徹底化か、あるいは逆に、「質料的公共性」の可能性を改めて問うことではな

かろうか。「質料」が、外在する「形相」に依拠することなく秩序を形成する可能性を探

究するということである。

このような意味では、「動物化」という時代状況においてこそ、「質料的公共性」の可能

性を改めて問い直すことが求められていると考えることができる。これが、「動物化」と

いう時代状況から読み取れる、第二の点である。

4-2.　結びにかえて

環境管理型権力は、ヒト全般に、さらには文字通りの意味での動物やモノにさえ必然的

に発動する。このような意味で、それは、全てのヒトに “平等” に「動物化」を強いる。

ヒトは皆「質料化」されるのである。

本論はこの点を踏まえて、次のように結論する。全てのヒトが「質料化」される時代だ

からこそ、「動物化」という状況は、「質料的公共性」の「条件＝状態」が、逆説的な形式

で整ったことを意味する。ここには、古代ギリシアのアゴラのような特権的な外部はな

い。また、ブルジョアジーのような特異な主体もいない。全てのヒトが権利上、（「動物」

としてではあるが）「質料」の領域に内包されたのである。

田村正勝は、「質料的公共性」について「本来公権力とは結ばない、全ての人に常に開

かれている共通な領域である」（田村 1986: 374）とも言っている。このことを逆に言え

ば、「全ての人に常に開かれている共通の領域」が確保されたときに、はじめて「質料的

公共性」の可能性の「条件＝状態」が整うということになる。したがって「動物化」時代

においてこそ、「質料的公共性」が、それが危機に陥るという形において逆説的かつ潜在

的に実現可能となっていると考えることができるだろう。「動物化」は公共性の危機であ

ると同時に、「質料的公共性」の実現可能性が開かれる時代状況をも意味する。

ここで「1-2.　危機と公共性」に戻ろう。そして、アーレントが条件法もしくは仮定法

の時制において公共性を希求していたことを思い起こそう。このことに準えるならば、

「動物化」時代は、次のような問いをする「条件＝状態」が整った状況であると言える。

すなわち─もし仮に “我われ”が「人間」であり得るとするならば、いかなる「条件＝状
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態」が整っていなければならないのだろうか。

本論を終えるにあたり、アーレントの言葉を再び引用しておこう。「我われの最新の経

験と最近の不安を踏まえた上で、人間の条件を再検討すること」（Arendt（1958）1998: 5）

が求められている。

注
1）　本論の「3-2.  田村正勝の公共性論」は、2015年 2月に、早稲田大学大学院社会科学研究科に提出
され、同年 5月 21日に受理され審査を待っている拙稿（博士論文「『公共的なるもの』の概念と展
開」）の第一部・第三章・第二節の 2-1「『公共的なるもの』の「『大きな物語＝ [hi]story』」の一部に
依拠しつつ、それを大幅に加筆修正したものである。この部分では、筆者の指導教授である田村正勝
先生の公共性論に依拠しながら、筆者なりの論理が展開されている。この度、田村先生の古稀記念号
に執筆する機会を頂くにあたり、この部分を、「動物化」というテーマと関連させながら一つの論文
として書き改めた。この場をお借りして、長年ご指導頂いた田村正勝先生と、このような場に執筆す
る機会を提供して下さった奥迫元先生（学会誌紀要編集委員）をはじめとする、学会会員の諸先生方
に感謝の意を表明致します。

2）　「人間（的）／動物（的）」という区分は、「公共的／私的」や「活動／労働」といった区分に対応す
るが、この区分の非本質的な側面は強調しておいた方が良いだろう。すなわちアーレントは、「人間」
が（「動物」とは相違して）「公共的領域」で「活動」をすると主張しているのではない。もし仮に、
「自由」な「活動」というものがあり得るならば、その主体を「人間」であると見なそうと主張して
いるのである。この点に関連して、例えばM・オブライエンは、『人間の条件』が「男性至上主義的
なイデオロギー」を持った書物であると言って批判している（O’Brien 1981: 110）。もちろんこのよ
うな批判は、アーレントが「人間的／動物的」、「公共的／私的」、「活動／労働」といった区分の起源
もしくはモデルを、古代ギリシアに求めていることによるものである。確かに古代ギリシアでは、区
分の後者は、女性と奴隷に担われていた。成年男子だけが、「人間的」である特権を有していた。だ
がオブライエンは、アーレントの区分が主体の本性とは無関係である点を看過している。アーレント
は、例えば「男性」という主体が本質的に「人間的」であると言っているのではない。

3）　ただし東浩紀は、この「欲望／欲求」の区分が、コジェーヴの用語・用法に忠実ではない点を断っ
ている。むしろコジェーヴは、「人間的欲望」と「動物的欲望」という用語を使い、次のように言っ
ている。「人間的欲望」は、「……実在する『肯定的』な所与の対象ではなく、他者の欲望に向かうと
いう事実によって、（ただ生き、ただ自己の生命感情をもつにすぎない自然的存在者を構成する）動
物的欲望と異なる」（Kojève （1947） 1985＝1987: 14）〔太字は原文〕。これに対して東は、コジェーヴ
の区分が「煩雑」であるために、ラカン派の用語法を踏まえて、「欲望／欲求」と言い換えているこ
とを明記している（東 2001: 183）。

4）　アーレントが『人間の条件』を刊行した 1950年代は、アメリカ型の消費社会が際立った特徴を見
せるようになった時代であった。ただしアーレントは、消費社会という用語─アーレントの言葉で
は「消費者の社会」─を、「我われが労働者の社会に住んでいることの言い換えにすぎない」と考え
ていた。アーレントは、その理由を、労働も消費も「生命の必要＝必然によって課された同一過程の
二つの段階である」と説明している（Arendt（1958）1998: 126）。

5）　G・リッツァは「マクドナルド化」の特徴として、「効率性」「計算可能性」「予測可能性」「制御」
「合理性の非合理性」といったことを挙げている（Ritzer 1993＝ 1995）。

6）　東浩紀によれば、「環境管理型権力」という発想は、L・レッシグの「アーキテクチャ」や、G・ド
ゥルーズの「管理」（「管理型権力」）という概念から得たものである。ここで、レッシグの「アーキ
テクチャ」について簡単に確認しておこう。レッシグによると、個人の自由を「規制するもの」に
は、「法」「規範」「市場」「アーキテクチャ」の四つがある（Lessig 1999＝2001: 158-61）。規制が有
効に作用するために、法や規範は「主観化」を必要とする。つまり、例えば道路交通法を知らない人
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に対しては、それは効力を持たない。これに対して、「アーキテクチャ」は「主観化がまったくなく
ても制約できる」（Lessig 1999＝ 2001: 436）。レッシグは「アーキテクチャ」を、ネットワーク上の
ブログラムによる規制から考えたが、これはもちろん “実生活 ”でも見られる。それは特に空間管理
やアクセス制限となって現れるが、これに関してレッシグは次のように言っている。例えば「アメリ
カの小学生はみんな、ラファイエットによる首都ワシントンの設計が、ワシントン侵略を難しくする
ようになっている、という話は教わる」。ただしこのような例は、いわゆる政治に限られるものでは
ない。「駐車場や、子供が遊びそうな通りの設計者たちは、道路に減速用のでこぼこをつけて、運転
手が徐行せざるを得なくする」（Lessig 1999＝ 2001: 164-5）。

7）  齋藤純一は『公共性』の冒頭で、自由を強調するアーレントの言葉を引用している。このことが端
的に示すように、齋藤は、公共性と自由の関係を極めて重視している（齋藤 2000: iii）。

8）  この点に関連して、田村正勝は次のように指摘している。「……“order”に『命令』という意味と
『秩序』という全く異なった意味があるのは、このような事情に由来する」（田村 2007: 57）。なお、
田村が「形相／質料」という区分を用いるのは、本文で指摘したように、アリストテレス哲学を踏ま
えたものである。この点に関する田村の説明を引用しておこう。「アリストテレスは、古代の人々の
思考一般を整理したのであるが、これによるとすべての存在は『質料ヒュレー……』と『形相エイド
ス……』の二つの要素から成り立っており、形相をもたない質料だけのものは、いまだ現実の存在と
なっていない。それは『可能的な存在』にすぎない。それが現実の存在となるためには、それに対し
て形相が与えられなければならないということである」（田村 2007: 57）。

9）  稲葉振一郎は、高度に「動物化」された状況下における管理された生─「……先進国の高度大衆消
費社会の中にあるぼくたち」の生活─は「ある意味で『幸福』であるがゆえに、直ちには否定できな
い」という問題提起をしている（稲葉 2008: 89）。確かに徹底的に管理されてはいるが、それは例えば
オーウェルが描いたような管理社会や全体主義とは相違する、「よき全体主義」ではなかろうか（稲葉 
2008: 221）。稲葉は、このような問い掛けをした上で、公共性について精緻に考察している。
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